
北九州都市計画臨港地区の変更（北九州市決定） 

北九州都市計画臨港地区を次のように変更する。 

名 称 面 積(ha) 備       考 

北九州都市計画 

臨港地区 
３，６８３ 

分 区 名 面 積(ha) 備 考 

商港区  ６９２．６

特殊物資港区    ５．１

工業港区 ２８７１．２

漁港区    ９．９

保安港区   ５８．４

マリーナ港区   １８．６

修景厚生港区   １７．８

無分区    ９．１

※分区面積は小数点以下第一位までを記載。 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由 

別紙のとおり。 

議題第２７４号 



（ 別 紙 ） 

理 由 書 

当該地区は旧国鉄所有地の石炭積み出し基地として利用されていたが、地区一帯

が住宅市街地総合整備事業によって宅地開発されることとなり、積み出し基地跡地

一帯の臨港地区については、昭和６２年に作業船の休憩用としての係留施設（物揚

場、幅５ｍ）のみを残して解除した。 

しかしながら、その後は港湾工事等の減少による作業船の需要減に伴い、休憩用

としての当該係留施設（物揚場）の利用も年々減っており、現在に至っては利用が

無くなってきた。 

また、背後の隣接地についても住宅等の土地利用が進み、将来的に港湾利用が見

込めず、港湾として一体的に管理運営する必要性がなくなったため施設廃止を決定

した。 

よって当該地区の臨港地区の指定を解除するもの。 

議題第２７４号 



北九州都市計画臨港地区の変更（新旧対照表） 

北九州都市計画臨港地区の面積（備考欄上段（ ）内は、変更前（Ｈ２６年９月２

２日北九州市告示第４２２号）の数値） 

※分区面積は小数点第一位までを記載。 

名 称 面 積(ha) 備    考 

北九州 

都市計画 

臨港地区 

(３，６８３） 

３，６８３ 

分 区 名 面 積(ha) 備 考 

商港区 ( ６９２．８) 

６９２．６ 

分区の指定は、港

湾法第３９条に

基づくものであ

り、都市計画決定

事項ではない。 

特殊物資港区    ５．１ 

工業港区 ２８７１．２ 

漁港区    ９．９ 

保安港区   ５８．４ 

マリーナ港区   １８．６ 

修景厚生港区   １７．８ 

無分区    ９．１ 

議題第２７４号 



２５

北九州都市計画 臨港地区（若松区久岐の浜地区）の変更案（北九州市決定） 総括図 

Ｓ＝１／２５，０００ 

久岐の浜地区（約０．２ha） 

２７４－１ 
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